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て依頼者のために最良の解決策を提案できなけれ
ばならないと考えています。入所した弁護士には、
まずは、企業の案件だけではなく、離婚、遺言・
相続、刑事事件といった個人の案件も含めて、あ
らゆる法分野の案件を担当してもらい、ゼネラリ
ストとしての素地を築いた上で、各自が専門分野
を追求していくこととしています。それによって、
特定の法分野の領域を超えた抜本的な解決策が提
案できるようになります」（福田弁護士）。

多様な人材の育成と
弁護士としての独自性
　パートナー弁護士である毒島光志弁護士は、若手
の個性を伸ばすことが事務所の活性化につながり、

ゼネラリストかつスペシャリスト
　「弁護士一人ひとりがゼネラリストであると同時
にスペシャリストであることが当弁護士法人の強み
であり、今後もそれは変わらず、また絶対に変えて
はならないと考えています」。弁護士法人第一法律
事務所の代表弁護士である福田正弁護士は明言す
る。
　「当弁護士法人では、“Your Vision First―依頼
者のこれからを第一に考える”をミッションとし
ています。所属弁護士は、それぞれスペシャリス
トとしての専門分野を持っていますが、各人がゼ
ネラリストとして、特定の法分野のみにとらわれ
ることなく、あらゆる法分野の知識経験を駆使し

に、個性を活かせる専門分野を見つけてもらえれば
と思っています」（毒島弁護士）。

弁護士間の気軽な
コミュニケーションを重視　
　アソシエイト弁護士である八幡晃司弁護士は、同
事務所は若手弁護士にとってコミュニケーションの
とりやすい環境であると述べる。
　「当弁護士法人では、大阪事務所も東京事務所も、
パートナーもアソシエイトも事務局も全員が一つの
スペースで執務にあたるスタイルをとっていますの
で、依頼者や相手方への応対を含めて弁護士として
の仕事の仕方を間近で学ぶことができます。また、
パートナーや先輩弁護士にも気軽に事件の相談やわ

クライアントに対しても、より質の高いサービスを
提供できると考え、多様な人材の育成に力を入れる。
　「当弁護士法人では、アソシエイト弁護士の育成
のために、パートナーとアソシエイトの組み合わせ
は固定せず、さまざまなパートナーと組んで案件に
対応してもらっています。それぞれ専門分野を有す
るさまざまなパートナーと一緒に案件を担当するこ
とで、自然と専門分野の経験を積むことができるよ
うにしており、弁護士登録 1年目から、株主総会指
導、M＆A、不正調査、特許紛争、国際取引紛争、
倒産・事業再生事件などといった多種多様な案件を
担当してもらいます。また、案件だけでなく、海外
留学や公官庁・国内大手企業などへの出向について
も積極的にサポートしています。これらをきっかけ

大阪事務所エントランス

弁護士法人第一法律事務所
［大阪事務所］  〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー24階
　　　　　　　TEL：06-6227-1951（代表）／ FAX：06-6227-1950
［東京事務所］  〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル南館6階
　　　　　　　TEL：03-5252-7022（代表）／ FAX：03-5252-7021

https://www.daiichi-law.jp/URL trainee@daiichi-law.jp（代表）E-mail

経験
弁護士

司法修習
予定者

Recruit Guide
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ざわざ相談しにくいような実務の疑問をぶつけるこ
ともできます。こういった会話の中から、新たなこ
とにチャレンジするヒントを得られることも多いで
す」（八幡弁護士）。

弁護士としての自主性を鍛える環境 
　新規登録弁護士のリクルート担当である大沼剛弁
護士は、若手弁護士が自主性を発揮できる環境が同
事務所の強みと考えている。
　「当弁護士法人では、弁護士登録１年目から、依
頼者に対する“提案力”を養うことが求められます。
当弁護士法人では、依頼者に約束する Value の一
つとして、“依頼者の思いを最優先に考え、真に求
める解決策を提案すること”があり、案件を担当す
るアソシエイトには、自ら依頼者と接して事案や証
拠を把握し、積極的に案件の対応方針についての自
分の考えを提案することが求められます。最初は難
しいですが、パートナーと最良の方針を議論しなが
ら、訴訟や交渉を進めていくので、徐々に引き出し
が増えて主体的に案件の解決までのプロセスを考え
られるようになり、案件の対応方針を組み立てる能
力が養われます」（大沼弁護士）。

大阪事務所と東京事務所の一体感
　2008（平成 20）年には東京事務所を開設し、大
阪と東京の二拠点体制に移行しているが、東京事務
所のパートナー弁護士である家近知直弁護士は、半
世紀にわたって培われた実績を活用し、一体的な事
務所運営を行っていると述べる。

　「当弁護士法人では、大阪事務所と東京事務所が
一体性を持った事務所として、所内の制度や仕事に
対する価値観を共有して運営されています。東京・
大阪兼務の弁護士も多く、日常的に東京事務所に所
属する弁護士と大阪事務所に所属する弁護士が一緒
に案件を担当しています。東京でのニーズの拡大に
合わせて東京事務所においても弁護士の人数をさら
に増やしていく予定ですが、このような事務所とし
ての一体感を失うことなく、クライアントだけでな
く他の法律事務所からも評価されてきた当弁護士法
人のブランドを東京でも浸透させていきたいと考え
ています」（家近弁護士）。

経験弁護士には
キャリアプランの尊重
　同事務所では、経験弁護士の採用にも力を入れ、
多様な人材を受け入れることで、弁護士法人総体と
しての価値向上に努める。
　経験弁護士採用として入所し、パートナーにも就
任した藥師寺正典弁護士は、移籍した理由として自
身の将来のキャリアプランを重視したと述べる。
　「私は、労働法分野に特化したブティック系法律
事務所に所属していましたが、弁護士として実務経
験を積んでいく中で、弁護士を志望した当初に抱い
ていた“専門分野を持ちつつも依頼者の多様なニー
ズにこたえられる弁護士になりたい”という気持ち
が強くなりました。また、当時、東京事務所には労
働法分野に特化した弁護士がいなかったこともあ
り、当弁護士法人であればこれまでの私の培ったス

キルや経験を十分に活かせるのではないかと考え、
移籍を決心しました。実際に自身の描いていてキャ
リアプランを実現できていると実感しています」（藥
師寺弁護士）。

弁護士としての
ブランディング化の支援
　弁護士登録 4年目の中本泰司弁護士は、入所直後
から事務所外での活動に積極的に取り組んでいる。
　「当弁護士法人では、将来のパートナー候補とし
て、若手弁護士にはアソシエイトであっても新たな
顧客層や法分野を開拓することが期待されていま
す。私も、異業種交流団体に積極的に参加するなど
の活動をしていますが、そういった個人の地道な活
動だけではなく、パートナーの人脈を活用させても
らうことで、若手では到底依頼が来ないような外部
セミナーや執筆活動の機会も得られ、弁護士として
のブランディング化を図る機会を得ることができま
す」（中本弁護士）。
　福本洋一弁護士は、事務所の活性化に向けて、若
手弁護士とともに新たな業務分野の開拓に注力して
いる。
　「データやプライバシーに対するガバナンスを意
識する企業が増えてきましたが、まだまだ従来のビ
ジネスの延長で捉えている企業は多く、デジタルネ
イティブ世代の若手弁護士の力を借りながら、啓蒙
活動に積極的に取り組んでいます。当弁護士法人で
は、目先の利益にとらわれず、長期的な視野でクラ
イアントが必要とする新たなリーガルサービスの開

発に挑戦し続けることを良しとするという創設時か
らの伝統があり、若手弁護士にもそれを求めていま
す。既成の弁護士の仕事の枠にとらわれず若手弁護
士と新しいことに挑戦していくのは楽しいです」（福
本弁護士）。
　「若手弁護士にはこれまでのことを単に引き継ぐ
だけでなく、一人ひとりが当弁護士法人の将来を担
うといった気概を持ち、自身で考えて新たな分野に
積極的に挑んでいってもらいたいですし、これまで
同様、それが自由にできる事務所であり続けられる
ように支えていこうと考えています」（福田弁護士）。

DATA

■主事務所の所属弁護士会
大阪弁護士会
■所属弁護士等
弁護士37名（2022年1月現在）
■お問い合わせ先
担当者：村中 徹［47期］
　　　　福本洋一［56期］
recruit-b@daiichi-law.jp （経験弁護士採用担当）
担当者：大沼 剛［69期］
　　　　中本泰司［71期］
trainee@daiichi-law.jp（新規登録弁護士採用担当）
■採用情報
HP：https://www.daiichi-law.jp/recruit/
Twitter：@daiichi_recruit
Instagram：@daiichi_lpc_recruit
■Twitter　　　　　　　　　　■Instagram
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りとあらゆる分野の事件を経験しながら専門性を

極めるとともに、多角的な観点から事件を処理す

るゼネラリストとしての力を身につけることが期

待されている。

　また、同事務所は、アソシエイト弁護士の待遇

等の基本的事項につき、アソシエイト規程を制定

している。このアソシエイト規程の冒頭では、「パー

トナーとアソシエイトは、対等の独立した個人と

して互いに尊重する」と謳われており、アソシエ

イト弁護士には、実務においてもパートナー弁護

士と議論等を行い、案件を進めていくことが求め

られている。

　今回は、東京事務所に所属する弁護士 3 名に、

東京事務所を中心に紹介してもらった。

インタビュー１ 
（東京事務所について）

　石原遥平弁護士（64 期）は、東京事務所につい

て「東京事務所だけでみると、弁護士 12 名とお

互いの顔が見える規模です。ゼネラリストであり

つつも、それぞれが専門分野や得意分野を持った

個性あふれる弁護士が所属しています。私もベン

チャー企業への出向経験がありますが、官公庁や

民間企業への出向経験者、社会人経験者、ドイツ

への留学経験者、台湾律師と、さまざまな経歴を

もった人材が所属しています」と語る。淀屋橋・

山上合同の特徴については「個性を尊重する事務

所です。各弁護士が、それぞれのやり方で、クラ

イアントに対して、質の高いサービスを提供する

べく日々尽力しています」と続ける。

　東京事務所における新人弁護士の働き方につい

て、「新人弁護士は、特定のパートナーではなく、

さまざまなパートナーと一緒に案件を担当します。

このため、各パートナーの案件処理の方法を学び

ながら、各パートナーが取り扱っている多種多様

な案件を経験することになります。最近は、専門

性が強調されがちですが、その大前提として、ゼ

的ニーズに応える”ことにある。急激な変化を続

ける今日の社会においては、法律事務も、複雑、

多様化し、高度化しつつある。これに的確かつ迅

速に対応し、クライアントの利便性の一層の向上

を図るとともに、規模の拡大や業務の専門化・国

際化に努めることにより、さらに広く世界中の人々

に対する法的サービスを提供したいとの願いを込

めた理念である。

　業務内容は、訴訟、M&A・コーポレートガバナ

ンス等の会社法務、ファイナンス業務のほか、倒

産・企業再生分野や労働分野、知的財産分野、中国・

アジア関係、独禁法分野、不動産分野、家事・刑事等、

極めて多岐にわたる。

世界中の人々のあらゆる
法的ニーズに応える
　弁護士法人淀屋橋・山上合同は、2002 年 4 月に

日本弁護士連合会届出第 1 号の弁護士法人として

設立された総合法律事務所であり、2022 年 1 月時

点では弁護士 66 名（うち台湾律師 1 名）を擁し、

日本有数の規模を有している。また、前身である

米田実法律事務所の設立から数えると、創業 60 年

の伝統的な法律事務所でもある。大阪・淀屋橋の

ほかに東京・丸の内にも拠点を構え、国内外の依

頼者の多様かつ幅広い法的ニーズに応えている。

　同事務所の理念は、“世界中の人々のあらゆる法

弁護士法人淀屋橋・山上合同
［大阪事務所］  〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-2-3 オービック御堂筋ビル9階
　　　　　　  TEL：06-6202-3355（代表）
［東京事務所］  〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング4階
　　　　　　  TEL：03-6267-1200（代表）

http://www.yglpc.com/URL

　クライアントも、銀行・証券会社等の金融機関、

テレビ局や新聞社等のマスコミ、総合小売業、電

力会社、鉄鋼・自動車等の製造業等、ほとんどの

業種の事件・相談に対応している。

　同時に、所属する弁護士も多種多様であり、裁

判官経験者や検察官経験者、大学教授、外国弁護

士資格（中国）保有者、社会人（一般企業・公務員）

経験者、弁理士等の資格保有者等の人材を積極的

に受け入れているのも特徴の一つといえよう。

　また、希望する留学先に留学した所属弁護士も

多く、その留学先も、米国、ドイツ、オランダ、

シンガポール、タイ、インドネシア、中国、香港、

台湾、韓国とさまざまだ。

淀屋橋・山上合同の業務体制
　同事務所は、日々高度化・複雑化するクライア

ントのニーズに応えるべく、業務の専門化に努め

ている。所属弁護士数が多い大阪事務所では専門

部制をとっており、各専門部はパートナー、中堅

のパートナーおよびアソシエイトから構成され、

それぞれのパートナーが得意とする業務分野の専

門性をより深く追求しつつ、業務によっては、部

や東京・大阪の垣根を越えて、複数の弁護士が協

働して事件の処理に当たることになる。

　同事務所に入所したアソシエイト弁護士は、半

年ごとに各部に配属され、パートナーとともにあ

司法修習
予定者
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石原 遥平 弁護士

川井田 渚 弁護士

黒川 健 弁護士

DATA

■主な所属弁護士会
大阪弁護士会
■所属弁護士等
弁護士66名（台湾律師1名含む）（2022年1月現在）
■お問い合わせ先
recruit.osaka2022@yglpc.com（大阪事務所）
recruit.tokyo2022@yglpc.com（東京事務所）

インタビュー２ 
（事務所の魅力について）

　川井田渚弁護士（68 期）は、事務所の魅力につ

いて、「まず、取り扱っている案件の種類が豊富で

あることが挙げられます。私自身、入所して以降、

自身の専門分野である労働法以外にも、離婚事件か

らM&Aや大型の破産管財事件まで、たくさんの

法的分野に携わってきました。ほかの東京の法律事

務所の同期と比較しても、ここまでいろいろと経験

したことのある弁護士は珍しいのではないでしょう

か。日々刺激的で、飽きることは絶対にないですね」

と説明する。

　また、事務所に合う人物像について尋ねたところ、

「“さまざまなことにチャレンジして、自分の可能性

を広げたい”という学生の方にとっては、とても魅

力的な環境が整っていると思います。“このような

性格の弁護士が多い”というようなものはなく、本

当に皆多種多様で個性的ですので（笑）、熱意と向

上心のある方であれば、充実した日々を過ごせるの

ではないかと思います」と笑顔で語り、最後に「女

性にも働きやすい産休・育休に関する環境が整って

おり、お子さんが二～三人いながらバリバリ働いて

ネラリストとして一人前であることが必要ですの

で、まずはゼネラリストとしての経験を積みつつ、

自分の弁護士としてのスタイルや専門分野を見つ

けていくことになります」と語り、「アソシエイト

については、“メンター制度”や“カウンセラー

制度”を設けています。若手のアソシエイトには、

先輩のアソシエイトをメンターとして選任し、定

期的に食事に行くなどして、悩みや不安がないか

などを幅広く相談に乗るようにしています。また、

中堅のアソシエイトには、パートナーがカウンセ

ラーとしてつき、定期的に面談するなどして、留

学や出向、専門分野などについて、幅広く相談に

乗ることにしています」と続け、「当事務所では、

新人弁護士も一人の弁護士として尊重します。そ

の反面、案件に対しても、主体的に取り組んでく

れることを求めています」と語る。

　最後に、求める人物像について、「クライアント

から信頼されて、クライアントが直面する困難に

一緒に立ち向かえるような責任感、気概のある方

です。また、将来的には、パートナーとして、事

務所を一緒に経営してくれる熱意のある方を求め

ています」と熱く語った。

いる女性弁護士もたくさんいます。積極的に育児に

参加している男性弁護士も多く、事務所全体でも、

産休・育休に対する理解もあると感じています。各

種説明会・事務所訪問を定期的に開催しております

ので、ぜひ一度、事務所にいらしてください」と学

生に向けてメッセージを送った。

インタビュー３ 
（若手弁護士から見た事務所の魅力）

　東京事務所に入所して 2 年目の黒川健弁護士（73

期）は、東京事務所の構成や日々の業務について、

「東京事務所には、現在、私を含めて 12 名の弁護

士が在籍していますが、それぞれの弁護士と協同

して案件を遂行しており、先輩弁護士から多くの

ことを学んでいます」と紹介する。

　また、若手弁護士の働き方については、「入所し

て感じたのは、依頼者・業務分野の多様性もそう

ですが、若手であっても一人の弁護士として尊重

されるということですね。所内でチームを組んで

行うような大規模な案件も多く、その際には、若

手弁護士にも案件をリードしていくことが求めら

れます」と語る。続けて、「テレワークを行うかど

うかも含めて、働き方は個人の裁量に委ねられて

おり、融通が利く職場だと思います。それに、東

京事務所では各弁護士がワンフロアで働いている

ので、先輩たちが、自然と若手の繁閑状況を気に

かけてくれています。このため、若手の仕事量は

適切にコントロールされています」と話す。

　最後に、学生に対するコメントを求めたところ、

「東京事務所は、弁護士の層が若く勢いがあり、現

在も発展途上にあります。出る杭を伸ばし、全力で

応援してくれる事務所ですので、何かやりたいこと

を持っている方には、ぴったりだと思います。開拓

精神にあふれ、私たちと一緒に事務所を盛り上げて

くれる方をお待ちしています」と熱く語ってくれた。

勤務弁護士（第 76 期）募集要項
　淀屋橋・山上合同では、第 76 期司法修習予定者

を対象に、以下のとおり、勤務弁護士の募集を行

う予定とのことである。

①採用予定人数

　大阪事務所：3 ～ 5 名、東京事務所：1 ～ 2 名

②希望する人材

　法曹としての自立心があり、向上心のある人。

性別・年齢・社会経験は特に問いません。

③サマークラークについて

　大阪事務所、東京事務所ともに、令和 4（2022）

年 5 月下旬から 7 月中旬にかけて、第 76 期司法修

習予定者向けサマークラークを実施する予定です。

奮ってご応募ください。

④その他

 その他の募集要項の詳細については、当法人の

ホームページ（http://www.yglpc.com/）をご参

照ください。
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■弁護士法人イノベンティア
飯島 歩（代表社員弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士、京
都大学卒業、米国法律事務所・特許庁での勤務経験あり）
藤田 知美（パートナー弁護士・日本ライセンス協会副会長、京
都大学卒業）
平野 潤（パートナー弁護士、京都大学卒業）
横井 知理（パートナー弁理士、慶應義塾大学・同大学院卒
業、京都大学大学院博士課程）
神田 雄（パートナー弁護士、慶應義塾大学卒業、南カリフォル
ニア大学ロースクールLL.M.修了、米国法律事務所・特許庁
での勤務経験あり）
町野 静（パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士、慶應義塾
大学・同法科大学院卒業、米国法律事務所・国内大手企業
での勤務経験あり）
小和田 敦子（弁護士・ニューヨーク州弁護士、東京大学卒
業、ニューヨーク大学ロースクールLL.M.修了、ヨハン・ヴォルフ
ガング・ゲーテ大学フランクフルトアムマイン Legal Theory 
LL.M.修了）
真鍋 怜子（弁護士、京都大学卒業）
三品 明生（弁護士・弁理士、大阪大学工学部・大阪大学大学
院工学研究科・大阪学院大学法科大学院卒業）
村上 友紀（弁護士、京都大学・大阪市立大学法科大学院卒
業、デューク大学ロースクール客員研究員）
溝上 武尊（弁護士、大阪大学・京都大学法科大学院卒業）
秦野 真衣（弁護士、京都大学・京都大学法科大学院卒業、
京都大学法務室での勤務経験あり）
金村 玲奈（弁護士、慶應義塾大学・東京大学法科大学院卒
業、ペンシルベニア大学ロースクールLL.M.修了）
増田 昂治（消費者庁出向中、中央大学・慶應義塾大学法科
大学院卒業）
アザマト・シャキロフ（ロシア・ウズベキスタン弁護士（アドヴォカッ
ト）、タシケント国立法科大学・名古屋大学・大阪大学大学院
卒業）
上田 亮祐（弁護士、神戸大学・神戸大学法科大学院卒業）

■特許事務所イノベンティア
川上 桂子（代表・パートナー弁理士、大阪大学基礎工学部情
報工学科卒業、米国連邦巡回控訴裁判所での客員研究員
の経験あり、技術分野は電気・電子・制御・ソフトウェア・医療機
器等）
前田 幸嗣（ジュニア・パートナー弁理士、大阪市立大学法学
部卒業、専門分野は商標・意匠）
梶谷 美道（弁理士、大阪大学基礎工学部卒業・大阪大学大
学院基礎工学研究科修了、大手デバイスメーカー知財部での
勤務経験あり、技術分野は電気・電子・材料等）
田端 豊（弁理士、大阪市立大学工学部・大阪市立大学大学
院工学研究科卒業、大手電機メーカーでの勤務経験あり、技
術分野は電気・電子・制御・ソフトウェア等）
吉田 昌司（弁理士、大阪府立大学工学部機械工学科卒業、
技術分野は電気・機械等）

ために若手弁護士をサポートする体制を構築し
ている。具体的には、各弁護士が専門としたい
分野の案件を積極的に割り当てて経験を積める
ようにし、セミナーへの登壇や執筆活動も、積
極的に機会を設け、対外的に活動することを推
奨している。
さらに、外部のセミナー・勉強会への参加や

国際会議への参加、英会話のレッスン、営業活動
にも補助を行い、アソシエイトが研鑽を積んで、
自らクライアントを獲得できるようバックアッ
プしている。

個々人の事情に合わせた
柔軟な働き方
イノベンティアでは、子育てなどの事情でフ

ルタイムの稼働をすることが難しい人材を活用
するため、柔軟な勤務体系での働き方を可能と
する“カウンセル制度”を設けている。他の職
業同様、弁護士としてキャリアを積むにあたっ
ても子育てや介護などによって業務に多くの時
間を避けない期間が生じる場合がある。しかし、
そのような中でもプロフェッショナルとして経
験を眠らせることなくキャリアを形成できるよ
うな事務所とすることを事務所として目指して
いる。
また、アソシエイト弁護士や事務職員につい

ても、在宅勤務を取り入れながら個々の事情に
合わせた自由な働き方ができるようにするため、
IT 環境を整備し、訴訟記録を含むあらゆる業務
関連資料を極力ペーパーレス化するなどの工夫
を行っている。

の知見を最大限活用しながら、出願から権利行
使、権利の活用、国際的な知財戦略の立案支援
まで、幅広い業務に対応することにある。
イノベンティアは、複数の弁護士が日本と

米国ニューヨーク州の弁護士資格を有し、ま
た、川上桂子弁理士も米国連邦巡回控訴裁判所
（CAFC）で客員研究員を務めた経験があるなど、
国際経験が豊富だ。日本企業の海外進出や国際
取引に関する契約、国際訴訟や仲裁、国際的な
知的財産権の確保と活用、行使等を中心に、イ
ノベンティアは、今後ますます充実した体制で
リーガルサービスを提供する。

若手弁護士のプロフェッショナル
としての育成　
イノベンティアは、個々の弁護士が、知財法

務および国際法務を中心に各自が希望する専門
分野で経験を積んだ上で、各分野の第一線で活躍
できる専門家となることを期待しており、その

国際経験豊富な知財専門家
イノベンティアグループは、弁護士法人イ

ノベンティアと特許事務所イノベンティアの二
つの組織から構成され、企業法務、とりわけ知
的財産法務に特化することによって、専門性の
高い領域で高品質のサービスを提供することを
可能にしている。“Innovation + Venture + 
Frontier”を意味する事務所名“イノベンティ
ア”には、常に革新的リーガルサービスを提供
し、ベンチャーマインドを忘れず、フロンティ
アを拓き続けるという思いが込められており、
創業時から東京・大阪に拠点を構え、国内外の
特許訴訟を中心とする知的財産法務を中心に、
メーカー、IT 企業等のグローバルなニーズに応
えてきた。
イノベンティアの強みは、長年知的財産法務・

国際法務を取り扱ってきた弁護士と各技術分野
に精通した弁理士が対等の関係で協働し、相互

弁護士法人・特許事務所イノベンティア
［東京事務所］  〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル北館14階
　　　　　　  TEL：03-6261-6581（代表）
［大阪事務所］  〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー12階
　　　　　　  TEL：06-6346-7580（代表）

https://innoventier.com/URL

■代表弁護士（イノベンティアグループ代表）
飯島 歩（第一東京弁護士会）
■所属弁護士等
弁護士15名（外国弁護士1名含む）、弁理士6名
（2022年1月現在）
■お問い合わせ先
https://innoventier.com/

経験
弁護士

司法修習
予定者

Profile
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同事務所は社会情勢の変化にも柔軟に対応し、民

事保全分野における多様な事件はもとより、公害

事件・独禁法違反事件・製造物責任事件・薬害事件・

株主代表訴訟・建築紛争事件・知財事件・倒産事

件など幅広い分野で、社会の耳目を集める事件を

取り扱ってきた。

その一方で、日常的に生じる債権回収や、個人

のクライアントからの一般民事・家事事件、刑事事

件など身近な法律問題にも積極的に関与し、さら

には、世界約 100 か国・米国 40 州に所在する法律

事務所の世界的ネットワークである TERRALEX

（テラレックス）の西日本唯一の加盟事務所として、

海外留学経験を持つ弁護士を中心に渉外案件にも積

極的に取り組むなど、取扱事件は非常に広範である。

老舗の伝統に裏付けられた
多様な業務領域
　きっかわ法律事務所は、昭和 17（1942）年に、民

事保全法研究のパイオニアであり、日弁連会長な

ども歴任した故吉川大二郎弁護士により創立され

た。大阪きっての老舗事務所として発展を遂げ、そ

の後代表に就任した故原井龍一郎弁護士は、平成元

（1989）年に新たに制定された民事保全法の立法過

程に弁護士として本格的に関与し、現代表小原正敏

弁護士も大阪弁護士会初のニューヨーク州弁護士と

して渉外案件を開拓するなど、パイオニアとしての

役割を引き継いできた。

創立以来のパイオニア精神を受け継ぎながら、

きっかわ法律事務所
［大阪事務所］  〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェスティバルタワー・ウエスト11階
　　　　　　  TEL：06-6201-2970　FAX：06-6201-2980
［東京事務所］  〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル15階
　　　　　　  TEL：03-3580-6767　FAX：03-3580-6766

http://www.kikkawalaw.com/URL recruit@kikkawalaw.comE-mail

研究会を定期的に開催しているほか、所外でのセ

ミナーや研究会等の講師を務める機会もあり、企

業法務に限らず幅広い法分野について知見を深め

る契機が用意されている。

このように多種多様な機会を通じて弁護士とし

ての足腰を鍛えた上で、自身の専門性をより高め

るべく企業や官公庁への出向、海外への留学等を

希望し、キャリアアップを実現している若手弁護

士も多く、このような意欲的な挑戦に対する支援

は、同事務所の方針として今後も維持される。

事務所からのメッセージ
当事務所は、深く掘り下げた調査研究と、創造

性に富んだ活発な議論を両輪に、丁寧な仕事に誇

りを持つ弁護士が集まる事務所です。これまで培っ

てきた伝統を守りながら、現状に満足することな

く、常に向上心を持って挑戦し続けるべく、意欲

的な若い仲間を迎えてさらに事務所のパワーアッ

プを図ります。

司法試験受験者を対象に、サマークラークを実

施しております。奮ってご応募ください。

顧問先企業も、大手製造業、複数の公共インフ

ラ企業、金融機関等から中小企業に至るまで多様

であり、民事訴訟法学会（関西支部）の事務局と

して裁判官や研究者が参加する研究会の活動を支

えるなど、多くの知的接触の機会を得られること

も、同事務所の大きな魅力の一つである。

新人弁護士の育成・キャリアアップ
　きっかわ法律事務所では、実際の事件処理を通

じて新人弁護士（若手の中途採用弁護士を含む）

の育成を行っている。グループ制やセクション制

は採用せず、各パートナーが、案件の種類・規模

等に応じて、他のパートナーやアソシエイトと

チームを組んで事件処理に当たることを基本とし

ている。そのため、入所1年目から複数のパート

ナーの下で幅広い業務に関与する機会を持ち、事

件の解決に至るまでの“流れ”を数多く実感しな

がら、弁護士としての感性を磨くことになる。

実際の事件処理においては、書面作成等にとど

まらず、パートナーの指示を仰ぎながら、クライ

アントとの連携や外部との折衝などを主体的に行

うこともあり、所属弁護士との緊密なコミュニケー

ションを図りながら、事件の処理方針などについ

て気兼ねなく周りの弁護士に相談・協力できる環

境が整っている。この風通しの良さは、業務処理

の観点だけでなく、多少なりとも不安を抱えて新

たな世界に飛び込む新人弁護士にとっては、心強

い要素であろう。加えて、各企業の法務担当者を

交えて企業法務に関する論点を検討する企業法務

■主事務所の所属弁護士会
大阪弁護士会
■所属弁護士等
弁護士30名（2022年1月現在）
■お問い合わせ先
TEL：06-6201-2970
E-mail：recruit@kikkawalaw.com（採用担当：森 拓也）
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各国での経験を日本で集約し、海外進出のサポート

をさらに充実させるために、大阪に GVA国際法律

事務所を設立した。また、事務所の代表である山本

俊弁護士が 2017 年に創業した GVA TECH株式会

社では、“「法律」と「すべての活動」の垣根をなくす”

というパーパスのもと、大企業やスタートアップ、

中小企業向けに契約書審査・登記手続等のDXを加

速させるクラウドリーガルサービス「“GVA”シリー

ズ」を提供している。

業務の状況
現在顧問先は 300 社を超え、スタートアップか

ら上場企業、海外企業まで幅広いフェーズ・業種の

クライアントを抱える。具体的には、DX、AI・ビッ

グデータ、IoT、FinTech、HealthTech、ブロック

チェーン、SaaS、AR・VR・MR、シェアリングエ

コノミー等、多種多様な業種を扱っており、最近で

は IPO が間近に迫った顧問先からの相談や、スター

“法務を通じて挑戦を支援し、依頼者
と共に豊かな社会を実現する”
弁護士法人 GVA 法律事務所は、2022 年に設立

10 周年を迎え、現在弁護士・スタッフを含め 50 名

以上になり日々成長を続けている。創業以来、IT 

ベンチャー企業を中心として最先端ビジネスモデル

の構築・運用の支援や東南アジアにおけるビジネス

展開の支援を行ってきた。2022 年、設立 10 周年の

節目に、パーパスを“法務を通じて挑戦を支援し、

依頼者と共に豊かな社会を実現する”に、コアバ

リューを“依頼者の最善を考え抜き、より良い法務

サービスを創り続ける”に刷新し、国内にとどまら

ず、海外も含めさらなるリーガルサポート体制の強

化・充実を加速させていく。2016 年にタイ法人を

設立、2019 年にはフィリピン拠点に駐在弁護士を

派遣し、東南アジアへの進出を目指す企業のサポー

トを強化した。これらに加え、2021 年にはアジア

弁護士法人GVA法律事務所
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-7-7 EBSビル3階　TEL：03-6712-7525　FAX：03-6712-7526

https://gvalaw.jp/URL recruit-b@gvalaw.jpE-mail

他方で、同事務所は、常に事務所全体の成長を

志向することも心がけている。それはたとえ１年目

の弁護士であっても同様であり、チームメンバーと

して尊重し、“事務所に貢献する”という意識を持っ

て働いてくれることを期待している。そのため、た

だ与えられるのを待つのではなく、より多くを吸収

しようと、自ら考え、動き、仕事に夢中になれる人

を求めているという。

実際にクライアントにサービスを提供する際に

も、新人弁護士であっても上から指示された仕事だ

けを行うのではなく、各自が責任を持ってクライア

ントのための“最善”を追求することを徹底してい

る。仕事に夢中になればなるほど、多くの成長の機

会を掴むことができるのがGVA である。

最後に――事務所からのメッセージ
私たちは、法務を通じて挑戦を支援し、依頼

者と共により良い社会を実現したいと考えていま

す。この想いに共感してくれる方は、ぜひお気軽

にお問い合わせください。

トアップに投資を行うベンチャーキャピタルからの

相談、上場企業からの新規事業に関する相談も増え

ている。業務の具体的な内容としては、会社法・金

融商品取引法・労働関係・企業間紛争などの企業

運営、ベンチャー企業特有のファイナンス・VC と

の投資契約交渉・ストックオプションの制度設計・

IPO 準備の支援、海外進出サポート・渉外などが

中心となる。海外展開も積極的に行う予定であり、

今後も法律事務所として挑戦を続ける。

事務所が求める人材
――同事務所のパーパスを体現し、自ら考え、動

き、仕事に夢中になれる人
同事務所の業務は、IT やベンチャー企業に対す

る知識が問われる分野ではあるが、実際に働く弁護

士は、理系出身者や企業経験者は決して多くはない。

毎年、新人・中途弁護士に対しては、育成プログラ

ムを実施しており、積極的な情報・ノウハウ・文化

の共有によって、実務で要求されるさまざまな知識・

経験を身につけることができる。また、同事務所で

は、パーパスの下にコアバリューを掲げ、事務所の

方向性と弁護士個人の方向性がズレないようにして

いる。詳細についてはウェブサイトに記載されてい

るが、日々変化していく状況を素直に受け入れ、そ

の変化に伴い自らを積極的に変化させることができ

る弁護士や、ベンチャー企業のビジネス自体に興味

のある弁護士が活躍している。

■主事務所の所属弁護士会
第二東京弁護士会
■所属弁護士等
弁護士30名（中国律師、外国弁護士有資格者含む）、
司法書士1名（2022年1月現在）
■お問い合わせ先
recruit-b@gvalaw.jp
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潮見坂綜合法律事務所
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-2-2 日比谷ダイビル6階 　TEL：03-3596-7300（代表）　FAX：03-3596-7330

https://www.szlaw.jp/URL

■所属弁護士会
東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会
■所属弁護士等
弁護士18名（2022年1月現在）
■採用
司法修習予定者は司法試験直後から採用手続開始。
経験弁護士は随時募集中。
応募申込方法は事務所HP（https://www.szlaw.jp/jp/
recruit/）参照。
■お問い合わせ先
　shiomizaka-recruit@szlaw.jp
　（担当：浅田・有富・碓井・柴田）

を提供できるようになりました」と統合後の確かな手

応えを語る。

　企業間訴訟も多く手がける笠野さち子弁護士も、

「特に中堅若手層が厚くなり、同世代で互いに刺激

を受け合っています。既に旧霞門の顧客企業から

は、今後は特許紛争も依頼したいというお話をいた

だいておりますし、例えば旧霞門の5～6名体制では

難しかったであろう大型のM&A案件も、10名前後

でのチームアップが可能となったので、確実に対応

できるようになりました」と対応力の向上を実感して

いる。

　知的財産の分野をメインとする吉羽真一郎弁護

士は、知的財産専門の事務所および大手法律事務

所でさまざまな案件を経験し、同事務所に合流した。

「これまで、例えば判例百選に掲載されるような著名

な知的財産案件に多く携わることができました。貴重

“一騎当千の弁護士”を目指して
　弁護士にとって大手法律事務所に在籍すること

によるメリットは多い。しかし、個として自らの道を切

り開いていきたいという思いを持った弁護士集団が

潮見坂綜合法律事務所だ。この思いに引きつけら

れるように世代や得意分野、出身母体が異なる多

様な弁護士が集まり、霞門綜合法律事務所との統合

（2019年5月）を経て、陣容・分野をさらに拡充して

いる。

　高橋元弘弁護士は、「旧霞門・旧潮見坂ともに“合

議制”を重視する文化の事務所が統合したことに

よって、会社法関係争訟を含めた企業間紛争等の

分野が増強され、加えて知的財産法分野を含めて

受任できる案件分野・規模がさらに拡大しました。そ

の結果、人員の余裕をもってワンストップのサービス

当千の弁護士”であることを何よりの目標とする。一

人ひとりが高い専門性を持ちつつ、密な連携で互い

をサポートしながら幅広い案件を取り扱う“強いスペ

シャリストが協働する唯一無二の法律事務所”として

あり続ける。

若手に期待するもの
　同事務所では、責任を持って案件に取り組んでこ

そ真に実力のある弁護士に育つ、という考え方の下、

若手の弁護士が前面に立って案件をリードすることを

推奨している。例えば1年目の弁護士が案件をリード

するのは困難な場合もあるが、ほかの弁護士と活発

に合議をして理解を深め、十分な準備をすることによ

り、成長してほしいと考えている。

　案件のハンドリングや合議等においては期の上下

は関係なく、“最も優れたアイディアを出せる者がリー

ドする”という発想に基づいて自由闊達な議論を交わ

し、これによって仕事の質をより高めることを目指して

いる。それゆえ、主体性、自立性が高く、好奇心の強

い人材を求めている。

な経験を積める、弁護士として恵まれた環境にあると

思っています」。

　後藤高志弁護士はM&A分野に注力している。

「一口にM&Aと言っても多種多様な案件がありま

すが、この規模であらゆる類型に対応できる事務所

は稀でしょう。M&Aは総合芸術ですから、ステレオタ

イプなルーティンに拘泥してはもはや専門事務所と

は言えません。今求められているM&A事務所とは、

当事務所のように、常日頃からほかの専門家との協

働により多様な紛争・法分野に接することで法的な

感度を高めつつ、具体的なM&A案件においても、

分野の垣根を越えて“強い”弁護士が協働する事務

所だと考えています」。

　渉外分野を中心に取り組む辻川昌徳弁護士は、

海外企業が日本に進出する際の相談を多く受けて

いることから、逆に日本企業が海外に進出する際に

注意すべきことがよく分かるという。単なるリーガルア

ドバイスにとどまらず、クライアントの精神的なケアに

も心を配る。「国際取引や国際的な調査対応案件

では想定外の事態が発生することも多く、案件の進

行に対して多くのクライアントが不安を感じています。

そこで、法的なアドバイスのみならず、他社の事例や

リスクの最大値を示すなど、クライアントに早い段階

から見通しを示すリーガルアドバイスを常に心がけて

います」。

　河西一実弁護士は、「若手が資料収集やドラフト

作成に精を出し、上席者の意見・指示を請うという形

式を我々は合議とは呼びません。合議は、個々の弁護

士が当該事件、クライアントにとってベストであると考え

る方法・手段について意見をぶつけ、最適解を練り上

げる真剣勝負の場なのです。そこでは年次不問であ

り、実際、当事務所のウェブサイトにはパートナー・アソ

シエイトといった肩書は掲載しておりません」と年次の

壁を越えた“合議”の意味を説明する。

　それぞれの経験とノウハウを共有することで“一騎

経験
弁護士
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その事業の特性や、企業文化をも十分に理解して
おく必要があると考えており、その意味で、当事
務所は、日常的なリーガル・サービスを通じたク
ライアントとの長期的信頼関係の構築を最も重視
しています」（島田弁護士）。
クライアントが直面する経営に直結するような

課題についてまで幅広くリーガル・サービスを提
供する同事務所は、伝統的な法律顧問としての性
質を色濃く残している。他方で、企業を取り巻く
法的環境が目まぐるしく変化する近時、日々の相
談業務を通じて、文献や裁判例からは回答を導き
難い最新の問題について知識・経験を蓄積し続け
ているのも、同事務所の特徴である。いわば“伝
統的かつ先進的”なリーガル・サービスの提供を
実現しているのが、同事務所の強みといえよう。
同事務所が企業法務の世界で高く評価されている

伝統的法律顧問でありつつ
最新問題に迅速に対応
「クライアントとの長期的な信頼関係を基礎に、
各人がモラルをもって最良のリーガル・サービス
を提供する」。島田法律事務所の理念と特色につい
て、代表パートナーの島田邦雄弁護士はこのよう
に述べる。
「当事務所のクライアントの中には、各業界を代
表するような、社会・経済に大きな影響を与え得
る立場にある企業も多いのですが、そうしたクラ
イアントからのご相談は、業界が直面する最新の
問題に関することが少なくありません。そのよう
なご相談に対して、実効性のあるソリューション
（解決）を提供するためには、法的知識はもちろん
のこと、当該クライアントを取り巻く経営環境、

島田法律事務所
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア West18階
TEL：03-3217-5100 　FAX：03-3217-5101

http://www.shimada-law.jpURL recruit@shimada-law.jpE-mail

ドラフト等に主体的に関わり、また、弁護士登録
から 1 ～ 3 年後程度でその多くがクライアント企
業に出向し、クライアントの視点で弁護士業務に
関わる機会を持っている。そのほか、留学や官公
庁への出向等の外部での研修も勧めており、長期
的な視野で所属弁護士の成長を図っている。その
結果、同事務所では、新人採用数は多くなくとも、
所属弁護士が他に転ずることが少なく、順次規模
が拡大している。
同事務所では、夏にはロースクール在籍者、冬

には予備試験合格者を対象としたインターンシッ
プや説明会を実施し、事務所についての積極的な
情報提供を行っている。「少しでも興味を持ってい
ただける方とは、ぜひともお会いして、当事務所
のことをより深く知っていただきたいと考えてい
ます」（筬島裕斗志弁護士）。

ことは、日本経済新聞社が実施している「企業が
選ぶ弁護士ランキング」で、島田弁護士が上位に
ランクインしていることなどからも窺える。

専門性に裏打ちされた
実効性あるソリューション
島田法律事務所には、公正取引委員会や金融庁

の出向経験者、裁判官経験者、東京地検特捜部出
身者等、多士済々のメンバーが揃う。これらの弁
護士が、実務に即した“活きた”専門知識を基に、
総合的見地から実効性あるソリューションをクラ
イアントに提供している。
また、企業法務事務所としては訴訟（ADR等も

含む）の取扱件数が多いことも特色の一つである。
「過去に取り扱った事件の中には、 2013 年 3 月 7 日
の金利スワップ最高裁判決等、実務に多大な影響
を与えたものもあり、訴訟に強い事務所として認
識いただいているのではないでしょうか」（半場秀
弁護士）。

長期的な視野で人材育成を図る
島田法律事務所の若手弁護士の教育は、基本的

に OJT による。アソシエイトも、パートナーと
同等に方針の検討・策定、外部との連絡、文書の

■主事務所の所属弁護士会
第一東京弁護士会
■所属弁護士等
弁護士44名（外国弁護士含む）、顧問1名
（2022年1月現在）
■お問い合わせ先
recruit@shimada-law.jp
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の専門家としての力を結集し、お客様が真に必
要としていることを見極めて未来に向けて一緒
に取り組みたいと思っています。そのためには、
まずは弁護士一人ひとりが、どのような分野のご
相談を受けた場合でも対応できるように、また、
経営面からのアドバイスもできるように、法分野
に限らず会計・経営についても基礎的な能力を身
につけることを当事務所では求めています。その
上で、各人がやりたいと思えることを専門分野
にできるようにバックアップしています。縁あっ
て入所された以上、家族同然です。一人前の弁護
士に育てたいと思っています」と大阪事務所所長
の横手章教弁護士（61 期）は熱く語る。東京事
務所・松山事務所の開設も、顧客のニーズがあっ
ただけではなく、所属弁護士が、それぞれ縁の
あった東京・松山で事務所を開設したいとの強い
思いがあったからとのことで、同事務所には各
弁護士のやりたいことをサポートし、それをチー
ムの力として活かす環境が整っている。

“ 専門家集団として、
あなたと共に未来を拓く”
　弁護士法人親和法律事務所（旧あかし法律事
務所）は、1998 年 4 月に明石法彦弁護士（45 期）
によって設立された。その後共同事務所化を進
め、2015 年 3 月には東京事務所、2017 年 4 月に
は松山事務所が開設され、より広くリーガルサー
ビスを提供できる体制を築いている。取扱業務
は、会社法務、労働、不動産、倒産、M＆A、家事、
刑事等、幅広い分野にわたるが、“親切な対応”“相
談しやすい関係づくり”“分かりやすい説明”を
心がけ、関西を中心とした幅広い業種の中小企
業だけではなく、近年は、上場企業等のクライ
アントも増えてきている。
　「お客様が相談にいらっしゃる際、そのお客様
には、“直面しているトラブルだけではなく、今
後同じようなことが起こるのを避けたい、事業
をさらに発展させたい”という未来に向かう心
があると考えています。私たちは、一人ひとり

弁護士法人親和法律事務所
［大阪事務所］  〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1-7-20 JIN・ORIXビル3階  TEL：06-6363-6377　FAX：06-6363-6397
［東京事務所］  〒107-0051 東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー4階　TEL：03-6890-3072　FAX：03-6734-6400
［松山事務所］  〒790-0003 愛媛県松山市三番町4-7-14 三番町親和ビル５階　TEL：089-909-3307　FAX：089-909-3309

http://www.shinwalaw.jp/URL

チームワークを重視した
風通しの良い事務所
　大阪事務所の女性弁護士比率は約 40％となっ
ている（2022 年１月時点）。明石弁護士による
と「男女比があまり偏らないのが自然な形です
し、皆が働きやすい事務所を作れるのではない
かと思っています」とのこと。「共同事務所の目
的は、“チームでしかできないこと”や“チーム
だからできること”をすることにありますので、
チームとして仕事ができるような仕組みは常に
考えています」（明石弁護士）との言葉のとお
り、案件は基本的にはパートナー弁護士とアソ
シエイト弁護士が共同で担当し（事件によって
はアソシエイト弁護士が複数の場合もある）、経
験豊富な弁護士が方針等について相談を受けつ
つ、若手アソシエイトの主体的な事件処理を後
押ししている。事件処理について、共同で担当
している弁護士以外に相談することも日常的に
あり、事務所内では、常に活発な議論が行われ
ている。そのようなチームワークを生む前提に
は、フラットな人間関係がある。明石弁護士は「弁
護士は家族と過ごす時間以上の時間を事務所の
メンバーと過ごすことになります。だからこそ、
メンバー間のコミュニケーションは大事だと考
えています」と述べている。

求める弁護士像
　同事務所が求める弁護士像は、“目の前の依頼
者のために全力を尽くす熱意”“法的素養と人間
性において常に研鑽を怠らない向上心”“仕事を
通じて周りの仲間を大切にする人間力”を有し
ている弁護士である。
　若手弁護士（奥田長武弁護士・71 期）に話を
聞いたところ、「当事務所は、40 期代の弁護士
から 70 期代の弁護士までバランスよく在籍して
いる一方、平均年齢が 30 代と若いので、チャレ
ンジを推奨し、やりたいことを応援してくれる
環境があります。また、若手アソシエイトから
パートナーへの提案・要望が採用されることも
多く、やりがいがあります」とのことで、密に
コミュニケーションをとりながら、生き生きと
業務ができるような空気が醸成されている。

■所属弁護士会
大阪弁護士会
■所属弁護士数
大阪事務所13名（2022年1月現在）
東京事務所３名（同上）
松山事務所３名（同上）
■お問い合わせ先
TEL：06-6363-6377
E-mail：recruit-osaka@shinwalaw.jp
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アジアを中心に拡がるネットワーク

DATA

リューション：各分野における一流の専門家が、
案件に応じて最適なチームを結成し、クライア

ントのビジネスニーズに即した総合的・戦略的

なソリューションを提供する。

②クライアントにとっての真の価値とより良い
社会の実現へのコミットメント：クライアントを
取り巻くビジネス環境と社会環境を深く理解し、

クライアントにとっての真の価値とより良い社

会の実現に貢献する。

③確固たるプロフェッショナル意識と知性に支
えられた開拓精神：変化し続ける世界において、
確固たるプロフェッショナル意識の下で、創造

性とテクノロジーをもって最先端の課題に積極

的に取り組み、豊かで公正な社会の可能性を切

り拓く。

日本最大の国際的総合法律事務所　
　西村あさひ法律事務所は、世界 18 拠点で 700

名を超える国内外の弁護士が緊密に連携し、最高

レベルのリーガルサービスをワンストップで提供

する日本最大の国際的総合法律事務所である。同

事務所は、法の支配を礎とする豊かで公正な社会

を実現することを基本使命に、すべての関係者に

“Leading You Forward”を約束し、クライアント

と社会の発展に貢献することを目指している。

西村あさひ法律事務所の強み
　同事務所の強みとして、以下の三つが挙げられ

る。

①研ぎ澄まされた専門性に基づいた総合的なソ

西村あさひ法律事務所
〒100-8124 東京都千代田区大手町1-1-2 大手門タワー　TEL：03-6250-6200（代表）　FAX：03-6250-7200

https://www.nishimura.comURL recruiting_lawyer@nishimura.comE-mail

海外への展開
加速する日本企業のグローバル化に伴う海外に

おけるリーガルサポートのニーズに応えるため、

同事務所は、2010 年より、世界各国に積極的に海

外拠点の開設を進めており、海外に進出する日本

企業・日本に進出する現地企業に対して戦略的な

アドバイスを含めたきめ細かいリーガルサービス

を提供できる体制を整えてきた。2018 年には、増

加する北米・中南米地域における需要に応えるた

めに、ニューヨークにも新たにオフィスを開設し、

また 2019 年にはタイで弁護士 60 名程度を擁する

SCL Law Group を買収した。さらに 2020 年には、

シンガポールにおいて Formal Law Alliance を開

始するとともに、欧州における初の拠点をドイツ

に開設し、また台北にも事務所を開設した。この

ような海外業務の拡大の傾向は今後も続き、その

ための人材の育成もますます重要になってくると

考えている。

充実した教育システムと海外留学制度
同事務所では、入所後約 2 か月間は新人セミ

ナーや海外英語研修の期間として、案件業務のア

サインメントは行われない。これは、キャリアの

初期に同事務所が提供しているリーガルサービ

スの各分野を俯瞰して学ぶ機会を提供し、クロス

ボーダー案件を含むその後の実務対応に向けて

十分な準備を行うことが、その後の実務対応を通

じた企業法務の弁護士としての加速度的な成長

のために有用であるとの伝統的な考え方による。

また、指導担当パートナー制度を採用し、入

所後 2 年間は、各分野の第一人者である複数の

パートナーの下で OJT による指導が行われる。

もっとも、指導担当期間中も指導パートナーの

業務に専従するのではなく、むしろ、幅広い視野・

知識を身につけるべく、本人の希望に応じてさ

まざまな弁護士の仕事を行うことが積極的に奨

励されている。

入所後満 4 年以上が経過すると、事務所の補

助を受け、海外留学・海外研修の機会が与えられ

る。近時では、米国のほか、ヨーロッパやアジア、

さらには中南米、アフリカなどで留学・研修を

行う弁護士も増えてきているが、そのような若

手弁護士の挑戦は積極的に奨励されている。

■所属弁護士会
東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会等
■所属弁護士等
弁護士714名（外国弁護士含む）（2022年1月現在）
■お問い合わせ先
recruiting_lawyer@nishimura.com
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める大村健弁護士は“十年一昔”といわれる中にあっ
て、常に先を見据え続ける。

IPO 後も継続してサポートを依頼され
多数の上場企業がクライアントに
　同事務所は IPO を目指すベンチャー企業やスター
トアップ企業支援を主軸としながらも、未上場企業が
IPOを実現した後、シームレスに上場企業をサポート
することによって、いまや顧問先や社外役員関与先（以
下「顧問先等」という）の多くを上場企業と上場準備
企業が占めているという。
　「ここ数年は、全 IPO（TOKYO PRO Market を除く）
の10%ほどを当事務所の顧問先等が占めるようになっ
てきました。直近 10 年ほどで見ても顧問先等のうち
60 社以上が IPO を果たされ、30 社以上が東証一部に
市場変更されています。そして、上場を果たした顧問
先等は事業のオーガニックな成長とともに、M&Aを
成長戦略として掲げる会社も多く、株式譲渡から事業
譲渡、会社分割や株式交換・株式交付まで、M&A に
関するご相談が多くなりました。企業規模の拡大に比
例して、求められる社会的責任も大きくなります。ス
タートアップの段階からサポートしてきた企業が他社
を買収してさらに大きくなっていく過程で、他社（対
象企業）に問題がないか等の法務DD を行い、リス

求められるアドバイスの
幅や厚み、重さの変化
　「当事務所ウェブサイトにも掲げていますが、起業
家と同じ目線で歩み、企業の成長に寄り添っていくこ
とを当事務所の使命とし、クライアントのニーズに応
え続けてきた結果、事務所設立から 11 年が経ちまし
た。私が弁護士登録した 1999 年、新興企業を対象と
した東証マザーズ市場が開設され、翌年に、ナスダッ
ク・ジャパン市場が開設されたこともあり“ベンチャー
やスタートアップを中心に IPO（新規株式公開）を目
指す企業や上場企業をサポートしていこう”という思
いを抱いて無我夢中で取り組んできたところ、多くの
クライアントが IPO を果たし、さらなる飛躍をして
います。一方、11 年前と比べて新しいビジネス、法
分野が生まれ、また、資金調達の内容や手法、ストッ
ク・オプションの内容等我々に求められる仕事の幅や
厚み、重さが大きく変わってきていますし、寄せられ
るご相談の難易度が高くなっていると実感していま
す。当事務所では上場を果たされた後も継続してご
相談をいただいていますが、求められるアドバイス
のフェーズが数段上がっているため、“生涯勉強”を
常に意識しています」。
　フォーサイト総合法律事務所の代表パートナーを務

人情報の扱いをどのようにすればよいのか、お互いに
理解できておらず、大問題に発展してしまうケースも
少なくありません」（春山修平弁護士）。

質問の背後にある課題の解決を
弁護士から提案
　クライアントの疑問や質問に答えるだけでも弁護
士としての役割を果たしているといえよう。しか
し、それは弁護士であれば誰でもできることであり、
フォーサイト総合法律事務所の弁護士はクライアン
トの疑問・質問の背景を読み、一歩踏み込んだ対策を
提案する。
　「弁護士には法的な思考の深さはもちろん、クライ
アントへの対応能力が求められ、それは弁護士登録
後、数年間の経験が、その後の長い弁護士生活を左右
すると考えています。そのため、当事務所では新規登
録弁護士ないしは登録後 5年目以内の期の若い弁護士
を毎年数名採用し、生え抜きを指導、育成する方針を
とっています」（大村弁護士）。
　このような信念を積み重ねてきた結果、所属弁護士
は 16 名となった。2022 年中にさらに弁護士複数名が
増える予定だという。パートナーから新規登録弁護士
まで、クライアントのビジネスの成功という共通認識
のもと、提案し続ける。

クヘッジのために契約書にどのような記述が必要かと
いったご相談が急増しています」（大村弁護士）。
　「人事労務やHR 系の事業に関するご相談を主に受
けています。我々のクライアントは IPO 準備の過程
で人事労務については特に厳しく整備されているた
め、上場前後でアドバイスに大きな変化はありません。
ただ、社会的課題の解決のために頻繁に法改正が発生
する分野ですし、同一労働同一賃金など社会的関心が
高い問題も多く、違法でないことはもちろん、些細な
ことが報道されるだけでも大きなダメージを負いかね
ません。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、働
き方や仕事に対する価値観が大きく転換しつつある
中、組織への帰属意識や理念の浸透、透明性のある評
価など、企業の在り方が問われていると感じています」
（由木竜太弁護士）。
　「知財や IT 法務周りに関しても上場前から整備して
いるクライアントがほとんどですが、上場により企業
はいわば“公器”となりますので、単に法を遵守して
いるだけでなく、社会常識に則っていることも求めら
れます。また、世間一般の関心が高い個人情報保護法
は今後 3 年に 1 回ペースでの改正が予定されておりま
すので、大なり小なり個人情報を取り扱う事業者は日
頃から次回改正の方向性等を視野に入れてスキームを
考え始めなければならないなど、法改正等の動きを常
に追い続ける必要があります。法令に加え、ガイドラ
インなどソフトローにも対応することも、“上場する”
上では重要となります」（深町周輔弁護士）。
　「不動産会社からのご相談を多く担当していますが、
ここ数年、投資用マンション・アパートに関して社会
的に問題となったケースが目立ち、寄せられる視線が
厳しくなっているせいか、法に則って正しくビジネス
を進めるにはどうすればよいか、また投資用物件とな
ると金融機関が関わることが多く、どのように対応す
べきかアドバイスを求められる場面が増えています」
（美和薫弁護士）。
　「SaaS（Software as a Service）にまつわるご相談
は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うデジタル
化の促進によって、着実に増えている印象です。従来
の IT 企業はもちろん、製造業などと協業することに
よって新たなビジネスを生み出していこうという取り
組みが目立ちます。しかし、新しい仕組みを構築しよ
うというアイディアを実践していく過程で、例えば個

DATA

フォーサイト総合法律事務所
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-3-3 内幸町ダイビル9階 　TEL：03-6457-9481（代表）　 FAX：03-6457-9482

https://www.foresight-law.gr.jpURL

■代表弁護士の所属弁護士会
　第二東京弁護士会
■所属弁護士等
弁護士16名、司法書士1名
（2022年1月現在。同年中に弁護士複数名入所予定）
■過去の主要案件
▽IT、AI･IoT、ロボット、セキュリティ、VR/AR・エンターテインメン
ト、バイオ･ヘルスケア、HR、不動産、外食、エネルギー、宇宙等
のベンチャー・スタートアップ法務▽新規株式公開（IPO）▽上
場企業法務▽会社法▽金融商品取引法▽M&A・MBO／企
業再編▽ファイナンス（種類株式・新株予約権発行含む）▽知
的財産権法▽労働法▽不動産関連法▽情報セキュリティ関
連法▽コンプライアンス▽独占禁止法（景品表示法・下請法含
む）▽事業再生▽訴訟・争訟等
■所属弁護士等による主な著書・論文（共著含む）
『ＩＰＯ実践ケーススタディ』（中央経済社、2022）、『まるわか
り! 起業&IPO』（日本経済新聞出版、2022）、『新労働事件
実務マニュアル〔第5版〕』（ぎょうせい、2020）、『会社法務の
チェックポイント』（弘文堂、2019）、『IPO（新規株式公開）を
目指す経営』（日経新聞出版社、2017）、『〔第2次改訂版〕
新株予約権・種類株式の実務』（第一法規、2013）ほか多数
■お問い合わせ先
recruit@foresight-law.gr.jp 
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弁護士法人三宅法律事務所

［東京事務所］  〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルヂング北館9階
　　　　　　  TEL：03-5288-1021　FAX：03-5288-1025
［大阪事務所］  〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋3-3-13 ニッセイ淀屋橋イースト16階
　　　　　　  TEL：06-6202-7873　FAX：06-6202-5089

http://www.miyake.gr.jp/URL

■主事務所の所属弁護士会
大阪弁護士会
■所属弁護士等
東京：弁護士22名（大阪兼務を含む）
大阪：弁護士23名、他士業1名（東京兼務を含む）
（2022年1月現在）
■お問い合わせ先
　TEL：03-5288-1021（東京）
　TEL：06-6202-7873（大阪）

協を許さずに取り組める環境となっている一方で、

事務所の雰囲気は風通しが良く、まるで事務所全

体が大家族のような和やかさが感じられるという。

また、同事務所では女性弁護士も5名活躍している。

新入弁護士育成システム　
　新入弁護士は、入所後、弁護士としての心構えや

事件処理の流れ、使用頻度の高い法律などについて

の研修を受けるほか、勉強会等に参加することで基

礎的事項を学ぶ。また、日々の業務を通じて先輩ア

ソシエイト弁護士と議論したり、経験豊富なパート

ナー弁護士から適切な指示や助言を受けるなどする

ことで、弁護士として必要な知識やノウハウを自然

と身につけていく。初年度から多くのパートナー弁

依頼者のニーズを
踏まえた新たな挑戦
　弁護士法人三宅法律事務所は、1938 年に故三宅

一夫弁護士が大阪で設立して以来、企業法務を中

心に幅広い法的サービスを提供してきた伝統ある

事務所である。2002 年に東京事務所を開設して以

降、東京事務所・大阪事務所の 2 事務所体制の下、

保険・銀行等の金融法務を中心に、多様な企業か

らの依頼を取り扱っている。業務分野は、訴訟、

M&Aを含めた企業法務全般を中心に、常に変化す

る依頼者のニーズを踏まえながら、新しいことに

も挑戦している。

　業務に関しては、真摯かつ厳格に向き合い、妥

契約書チェックなどさまざまな種類の案件に携わる

ことになりますので、何事にも主体的に取り組もう

という積極性が不可欠です。また、1年目から一人

の弁護士として、多くの役割を担うことになります

ので、与えられた役割をきちんと果たす責任感も必

要になります。加えて、依頼者を含めた多くの人と

仕事をしていく上で、コミュニケーション力は欠か

せません。当事務所は、以上の 3点をそなえた方を

お迎えし、ともに成長・飛躍していきたいと考えて

います。ホームページに若手弁護士による体験談等

も掲載しておりますので、ご参考にしていただけれ

ばと思います。

　また、東京事務所、大阪事務所のいずれにおい

ても、経験弁護士からの採用応募を積極的に受け

付けております」。

護士と一緒に幅広い業務を経験することになるた

め、その中で自らが興味のある分野を見つけ、その

専門性を高めていくことができる。なお、個人で受

任する事件は、原則として自由に行うことができる

という。

サマークラーク　
　東京事務所においては、2023 年度司法試験受験

予定者を対象に、サマークラークを募集する予定と

のことである。

　また、大阪事務所においては、法科大学院を

2022 年 3 月に卒業した者または司法試験予備試験

に合格した者のうち、2022 年度司法試験受験者を

対象に、サマークラークを募集する予定とのことで

ある。

　※詳細は事務所ホームページで告知予定（ただ

し、新型コロナウィルスによる社会情勢等を踏ま

えて中止の可能性もある）。

採用担当者からのメッセージ
　「当事務所が求めるのは、積極性、責任感、コミュ

ニケーション力の 3点をそなえた人材です。当事務

所では、初年度から、訴訟、法律相談、意見書作成、

recruit-tokyo@miyake.gr.jp（東京）　recruit-osaka@miyake.gr.jp（大阪）E-mail

経験
弁護士

司法修習
予定者
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けでなく、例えば相談に来た担当者が上司を説得す
るためにどう伝えたらいいのか、どのような材料を
提供すればいいのかも一緒に考えてアドバイスする
という。「ある意味でおせっかいなんです。単発で
仕事を受けてソツなく処理する方法もありますが、
私たちはクライアントと長期的に良い関係を築くた
めに、社内事情も含めてお客様のことをよく知って、
私たちのこともよく知ってもらって、案件に関わる
方々の“顔”を思い浮かべて仕事をすることを意識
しています。若い弁護士たちも、日頃の仕事ぶりから、
その大切さをよく理解してくれていると思います」。
　クライアントとの信頼関係を深めるために、ミー
ティングという限られた時間を有効に使って、担当
者に思う存分話をしてもらうことを心がけていると
いう。話を聞いていくうちに、会社の中の様子や実
はどんな問題を抱えているのかが、見えてくるのだ
そうだ。

メルカリの国内・海外の全社員に向けた
株式報酬制度導入に携わる
　山下総合法律事務所が手がけた大きな案件の一つ
に、株式会社メルカリが全社員を対象に自社株式を

クライアントとともに歩み、
信頼を深める法律事務所
　山下総合法律事務所は 2016 年 8 月の設立以来、
上場会社・金融機関などに向けて企業法務を中心に
案件を取り扱っている。全般的なコーポレート法務
を主軸としつつも、M&Aやファイナンスなどの取
引案件も多く、専門性が要求される分野となるが、
「実は技術だけでは最高のリーガルサービスには届
かない」と代表の山下聖志弁護士は語る。「相談に
見えた法務部の方に、専門的な知識を踏まえてアド
バイスをすることはもちろん重要ですが、それだけ
でなく、同時に何を心配されているのか、どういう
部分が不安で前に進めないのかをしっかり聞くこと
が大切です。“心を取り扱う”という言い方を私は
よくするのですが、クライアントの満足度という意
味では、この面が大きな違いを生みます」。
　山下弁護士をはじめとした同事務所の弁護士たち
は、“going extra mile”をポリシーに掲げ、クライ
アントの負担を一緒に担っていくことをモットー
にしている。直訳からは“もう 1 マイル一緒に行
く”という意味であるが、法的な意見を提供するだ

山下総合法律事務所
〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-14 ビュレックス京橋7階　TEL：03-6268-9511　FAX：03-6268-9512

http://www.y-lawoffice.com/URL

ことですね」と山下弁護士は笑顔を見せた。

若い人が活躍・成長し、
器の大きな法律事務所に
　山下総合法律事務所は、“きめ細やかな対応”と
いう要請に応えるために、積極的に弁護士を採用し
ている。2021 年には新人弁護士が 2名、経験弁護士
が 1名入所し、2022 年 4月には新人弁護士 4名が加
入予定。これで弁護士 14 名、外国人弁護士 1名の
陣容となる。山下弁護士一人で始まった事務所が、
確実に成長を続けているわけだが、「単に事務所を
大きくしたいというよりも、一人ひとりがしっかり
成長することで広がっていきたいと思っています」
と山下弁護士は言う。
　「そもそも若い人たちに活躍してほしいという気持
ちから、独立して事務所を設立しました。お客様に
信頼される弁護士になってもらえるよう、時に厳し
いことも言いますが、言い続ければ必ず分かってく
れる瞬間が来ると信じているんですね。そうすれば、
今度は彼らがその後輩たちに同じように指導してく
れるようになる。そうすることで若い人たちが成長
し、ますます事務所としての器が広がっていきます」。
　実際に、同事務所の若手弁護士が友人から紹介さ
れた中国の上場企業（NASDAQ市場）を代理し、
日本の大手商社との合弁会社設立をやり切ったとい
う実例もあるという。「理想は、事務所のメンバーが、
それぞれの強みを活かして仕事を頼まれ、良いクオ
リティの仕事をし、クライアントと事務所のほかの
メンバーをきちんとケアできるようになっていくこ
とです。所属する一人ひとりが成功して、それが全
体の成功になる。そのような事務所を一緒に作って
いきたいですし、その志に共感する若い人たちに、
ぜひ当事務所の門を叩いてほしいですね」。

使った新しい報酬制度を導入した件がある。新聞・
メディアでも報道されたが、国内だけでなく海外の
社員を全員対象にしているという事例は日本でほぼ
初めてだったとのことで、大変な部分も多かったと
いう。「実は日本の会社の株式を海外の従業員に渡
すことは、簡単ではないのです。当然、日本の法規
制だけではなく海外の法規制も守らなければなりま
せん。証券会社などの株式振替の実務にも対応する
必要があります。さらに、今回の場合は米国でした
が、日本のやり方と米国のやり方も異なるため、日
本の本社の意向を丁寧に現地に伝えることが、導入
の成功のためには不可欠でした」。
　現地の法規制と日本の法規制の両方の適用がある
場合、米国の弁護士と調整し、できる限り 1回の手
続や 1種類の書類で両方の規制を守れるよう工夫し
た。また、権利意識がはっきりしている米国らしく、
相手が親会社であってもはっきり意見を言う場面が
あり、本社サイドと一緒にその利益調整には心を
砕いたという。
　「実は、こういう案件こそ、私たちが存在価値を
発揮できるのではないかと思うのです。まずは複数
の法規制をきちんと整理して安心していただく。そ
の上で、“こういうアプローチなら現地も受け入れ
やすいだろう”と、本社の担当の方々と試行錯誤し
ながら、一緒に対策を練っていく。実にやりがいの
大きい案件でした」と明るい表情で語った。
　それが功を成したのか、無事案件がリリースされ
た時、本社の担当者に感謝されただけでなく、米
国の現地の担当者にも感謝されたという。「クライ
アントから聞いたままを言いますと、案件が無事着
地した後に、今回の案件の良かった点、今後改善
していく点を日本・米国間の定例会議でレビュー
したそうですが、その“良かった点”の一つ目に
“Yamashita Law”が出てきたのだそうです。一番
苦労されたのは本社のご担当の方々ですが、私たち
も並べていただいてありがたいなと。本当に嬉し
かったですね」。
　このようにクライアント満足度が高い同事務所
は、一度関わった企業から再度案件を依頼されるこ
とも多く、案件の相手側の企業から「顧問弁護士に
なってほしい」と指名を受けたこともあるという。
「おそらく私たちの仕事の進め方や、どういうふうに
お客様の役に立てるかという考え方に共感してくだ
さっているのだろうと思います。本当にありがたい

■代表弁護士の所属弁護士会
東京弁護士会
■所属弁護士等
弁護士10名、外国弁護士1名（2022年1月現在）
■沿革
2016年8月設立
■過去の主要案件
本邦初の上場会社の公開買付け（新株発行・自己株式処分
との複合取引）、上場会社の共同持株会社の設立、アフリカ
地域進出のための合弁出資案件、上場会社の役職員向け株
式報酬の制度設計・株式交付など
■お問い合わせ先
recruit@y-lawoffice.com
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高井・岡芹法律事務所
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〒102-0073 東京都千代田区九段北4-1-5 市ヶ谷法曹ビル902号　TEL：03-3230-2331　FAX：03-3230-2395

https://www.law-pro.jp/URL

担当弁護士でチームを組んで各顧問先を担当する

という体制をとっており、これにより若い弁護士が

先輩弁護士の指導を受けながら業務に当たることが

できるようになっている。

また、顧客サービスの一環としてのみならず、弁

護士の研鑽の意味を含めて、書籍の執筆やセミナー

への登壇にも力を入れており、弁護士は、それら

を通して重要裁判例や法改正、自らが興味を持った

テーマ等について勉強し、理解を深めている。

同事務所は、新人弁護士には、自立的に学び、

積極的に新たな業務に挑戦しつつ、機能的なチーム

ワークを構築することのできる、意欲と協調性のバ

ランスのとれた人物を求めている。

弁護士一人ひとりが
スペシャリストであることを目指す
高井・岡芹法律事務所は、昭和 48（1973）年の

設立以来、主な業務として、労働法、コンプライア

ンス、会社法、海外事業等を扱ってきた。特に労働

法の分野で携わった著名な案件は数多く、労働法

の老舗事務所として広く知られる存在である。

顧問先は、従業員数 1 万人超の大企業から病院、

学校法人など多岐にわたり、約 300 社と顧問契約を

締結している。

所長を務める岡芹健夫弁護士は、「弁護士という

立場から顧問先の法的志向を基礎として捉えつつ、

顧問先と悩みを共有し、何がその企業、さらには社

会のために有益・有意義であるかを指針として、そ

の悩みを一つひとつ解決することで、顧問先の円

滑・活発な企業活動の一助となり、それを通じて社

会的責務を果たすことを目指しています」と語る。

顧問先への迅速な対応や手厚いサポートを実現

するために、同事務所では指導担当弁護士と直接

from.web@law-pro.jpE-mail
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■所属弁護士会
　第一東京弁護士会
■所属弁護士等
弁護士１２名（2022年1月現在）
■お問い合わせ先
from.web@law-pro.jp
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